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平成２５年第１回上富田町議会定例会会議録 

（第４日） 

○開会期日  平成２５年３月１９日午前９時３０分 

○会議の場所  上富田町議会議事堂 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１１名） 

       １番  山 本 明 生        ２番  木 村 政 子 

       ３番  三 浦 耕 一        ４番  大 石 哲 雄 

       ５番  畑 山   豊        ６番  奥 田   誠 

       ７番  沖 田 公 子        ８番  榎 本   敏 

       ９番  木 本 眞 次       １１番  吉 田 盛 彦 

      １２番  井 澗   治 

                                            

 欠席議員（なし） 

                                            

○出席した事務局職員は次のとおり 

事 務 局 長  平 田 隆 文   局 長 補 佐 十 河 貴 子  

                                            

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長  小 出 隆 道   副 町 長  平 見 信 次  

教 育 長  梅 本 昭二三   会計管理者  和 田 精 之  

総務政策課長 
 

山 本 敏 章   
総務政策課
企 画 員

 
植 本   亮  

総務政策課 
企 画 員 

 
森 岡 真 輝   

総務政策課
企 画 員

 
水 口 和 洋  

総務政策課 
企 画 員 

 
山 本 剛 士   住民生活課長

 
薮 内 博 文  

住民生活課 
企 画 員 

 
原   宗 男   

住民生活課
企 画 員

 
坂 本   厳  

税 務 課 長 
 

笠 松 眞 年   税務課企画員
 

平 田 敏 隆  
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税務課企画員 
 

橋 本 秀 行   産業建設課長
 

植 本 敏 雄  

産業建設課 
企 画 員 

 
菅 谷 雄 二   

産業建設課
企 画 員

 
三 栖 啓 功  

上下水道課長 福 田 睦 巳   
上下水道課
企 画 員

川 口 孝 志  

上下水道課 
企 画 員 

谷 本 芳 朋   
教 育 委 員 会
総 務 課 長

家 高 英 宏  

教 育 委 員 会 
生涯学習課長 

山 崎 一 光     

                                            

○本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 議案第 １号 上富田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する 

               条例 

  日程第 ２ 議案第 ２号 上富田町新型インフルエンザ等対策本部設置条例 

  日程第 ３ 議案第 ３号 上富田町町道の構造の技術的基準等を定める条例 

  日程第 ４ 議案第 ４号 上富田町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的 

               基準を定める条例 

  日程第 ５ 議案第 ５号 上富田町くちくまの文化交流館設置及び管理に関する 

               条例 

  日程第 ６ 議案第 ６号 公の施設の指定管理者の指定について 

  日程第 ７ 議案第 ７号 田辺周辺５市町障害程度区分認定等審査会共同設置規約 

               の変更に関する協議について 

  日程第 ８ 議案第 ８号 平成２４年度上富田町一般会計補正予算（第６号） 

  日程第 ９ 議案第 ９号 平成２４年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正 

               予算（第２号） 

  日程第１０ 議案第１０号 平成２４年度上富田町後期高齢者医療補正予算 

               （第２号） 

  日程第１１ 議案第１１号 平成２４年度上富田町特別会計介護保険補正予算 

               （第２号） 

  日程第１２ 議案第１２号 平成２４年度上富田町特別会計診療所事業補正予算 

               （第１号） 

  日程第１３ 議案第１３号 平成２４年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算 

               （第４号） 
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  日程第１４ 議案第１４号 平成２４年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正 

               予算（第３号） 

  日程第１５ 議案第１５号 平成２４年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算 

               （第２号） 

  日程第１６ 議案第１６号 平成２４年度上富田町水道事業会計補正予算（第２号） 

  日程第１７ 議案第１７号 平成２５年度上富田町一般会計予算 

  日程第１８ 議案第１８号 平成２５年度上富田町特別会計国民健康保険事業予算 

  日程第１９ 議案第１９号 平成２５年度上富田町特別会計後期高齢者医療予算 

  日程第２０ 議案第２０号 平成２５年度上富田町特別会計介護保険予算 

  日程第２１ 議案第２１号 平成２５年度上富田町特別会計診療所事業予算 
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△開  会  午前９時３０分 

○議長（大石哲雄） 

  皆さん、おはようございます。 

  本日もご苦労さまでございます。 

  ただいまの出席議員は１１名であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから平成２５年第１回上富田町議会定例会第

４日目を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

                                           

△日程第１ 議案第１号～日程第３１ 議案第３１号 

○議長（大石哲雄） 

  この際、日程第１ 議案第１号、上富田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正

する条例の件から日程第３１ 議案第３１号、工事請負変更契約の締結について（平成

２４年度 ２３年災 第３３９－５１１号 農業用施設災害復旧事業 山王農道災害復旧工

事）の件まで３１件を一括議題といたします。 

                                           

△日程第１ 議案第１号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１ 議案第１号、上富田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

の件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 
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○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１号、上富田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の

件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                           

△日程第２ 議案第２号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２ 議案第２号、上富田町新型インフルエンザ等対策本部設置条例の件につい

て質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２号、上富田町新型インフルエンザ等対策本部設置条例の件を採決し

ます。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
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              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                           

△日程第３ 議案第３号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第３ 議案第３号、上富田町町道の構造の技術的基準等を定める条例の件につい

て質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第３号、上富田町町道の構造の技術的基準等を定める条例の件を採決し

ます。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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△日程第４ 議案第４号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第４ 議案第４号、上富田町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準

を定める条例の件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第４号、上富田町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を

定める条例の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                           

△日程第５ 議案第５号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第５ 議案第５号、上富田町くちくまの文化交流館設置及び管理に関する条例の

件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 
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  ５番、畑山君。 

○５番（畑山 豊） 

  ちょっと確認だけさせていただきたいのです。 

  この使用許可のところで、興行その他諸種の目的をもって、文化交流館を使用すると

すると一応ずっと書かれているのですけど、この施設について宿泊とかそういうことに

ついては何も考えていないか。そこだけちょっと聞かせていただきたいのですけど。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長、山崎君。 

○教育委員会生涯学習課長（山崎一光） 

  おはようございます。 

  ５番、畑山議員のご質問にお答えいたします。 

  このくちくまの文化交流館につきましては、目的のところでも書いておりますように

文化、芸術の振興に寄与するということを大きな目的としております。全面的には宿泊

料をいただいて宿泊ができますよという形での使用は考えておりませんが、例えば一例

でございますけれども、桜美林大学の学生が上富田町へ参りましてアウトリーチという

ことで町内の老人クラブ等を回ったり、あるいは文化会館等で公演をしております。彼

らはうちの自主事業の中で実施をしているのですけれども、契約金額では旅費等を賄い

あるいはまた公演の準備等の費用で宿泊費が出ないというふうな状況がございます。そ

こで、大谷老人憩いの家をお借りして宿泊をしていただいてアウトリーチの事業を実施

しているというふうなケースがございます。そういった場合には、時と場合に応じて泊

まっていただくということは考えておりますが、あくまでも宿泊ができますよ、宿泊を

させるための施設ですよということでの使用は考えておりません。 

  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  ５番、畑山君。 

○５番（畑山 豊） 

  これ、使用する料金とかそういうのは、ここで午前で１，５７０円、午後２，６２０

円、夜間で２，６２０円となっておりますが、この額で十分賄いはできるようになって

いるのですか。それだけちょっと確認しておきます。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長、山崎君。 

○教育委員会生涯学習課長（山崎一光） 

  ５番、畑山議員のご質問にお答えいたします。 
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  使用料の規定につきましては、文化会館等の基準を参酌して決定しております。 

  一応、時間当たり５００円ということで算定をしております。午前の場合ですと３時

間、午後５時間、夜間も１０時まで使っていただいた場合に５時間というふうな形で考

えておりまして、大体、いわゆる光熱水費等の費用を賄えるというふうなことで考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ５番、畑山君。 

○５番（畑山 豊） 

  ありがとうございます。 

  なかなか立派な施設でございますし、せっかくの機会ですので、今後、上富田町内に

よらず、また町内の施設を利用したいというような、特にまた子供たちが利用するよう

なことに常に協力をしてやっていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いし

ておきます。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  使用料の減免のところで、管理者において特に必要と認めたときは免除できるという

ふうになっているのですが、例えばどういうことを想定しておられるのかお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長、山崎君。 

○教育委員会生涯学習課長（山崎一光） 

  ２番、木村議員さんのご質問にお答えいたします。 

  もう既に何件か使わせていただきたいということで問い合わせをいただいております。

基本的には使用料をいただいて使っていただくというのが原則でございますけれども、

例えば社会教育活動に関する事業でありますとか、あるいはまた学校の活動の範囲の中

での使用でありますとかそういった場合には、基本どおりの使用料をいただくというよ

りは町民の方、あるいはまた子供たちの健全育成の活動に使っていただけるということ

で使用料を減免にするというふうなことも考えております。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに。 

  １２番、井澗君。 
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○１２番（井澗 治） 

  １つは、ここで目的のところに文化及び芸術の振興ということになっているのですけ

ども、この文化とか芸術の振興を図るというその目的の活性化なのですが、それの判断

というのは、基準というのは、これはもうそこの管理者がやるわけですか。 

  それともう１つ、第６条の使用料の減免の問題ですけど、ここは規定とかそういうも

のは全然なしにいわゆる、今、課長が言ったような判断だけでやるのですか。聞かせて

ください。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長、山崎君。 

○教育委員会生涯学習課長（山崎一光） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えいたします。 

  まず１点目のこの文化、芸術の振興云々の件でございますけれども、非常に判断の基

準はどうなと言われますと線が引きにくい部分が当然出てくるかと思いますが、あくま

でも公の施設を使っていただくというあたりを参酌しまして、町民の文化活動、芸術活

動というあたりに着目した使用をしていただくということが基準になるかと思います。 

  ご指摘のように細かい規定はこの条例では定めておりませんけれども、規則の方で委

任をしまして、あるいはまた使用規定等の中でそのあたりを今後、検討してまいりたい

というふうに考えてございます。 

  使用料の件につきましても同様でございまして、細かい規定につきましては規則の中

で考えてまいりたいと思います。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ございませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 
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               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第５号、上富田町くちくまの文化交流館設置及び管理に関する条例の件

を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                           

△日程第６ 議案第６号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第６ 議案第６号、公の施設の指定管理者の指定についての件について質疑を行

います。 

  質疑ありませんか。 

  ９番、木本君。 

○９番（木本眞次） 

  ちょっとお伺いします。 

  要望なのですけども、先日、１週間ぐらい前に若もの広場をお借りしたのです。その

ときに、たばことか吸いがら、そしてごみが散乱していたので、指定管理になるのでそ

の辺も十二分に、今度は貸し出しするときにごみ、たばこというのは自分で持ち帰って

くださいよということをしていただくようにお願いしたいと思います。 

  そしてまた、特殊な仕事になると思うのです。例えばスポーツセンターなんかやった

ら芝の管理というのがあるので、その辺も十二分にやっていただきたいと思います。 

  要望でいいですから、答弁は要らないです。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  念のためにお伺いしますが、ここで言う指定管理者の権限というものについて、責任

とかそういうものについての契約上はどういうふうになりますか。 
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○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長、山崎君。 

○教育委員会生涯学習課長（山崎一光） 

  １２番、井澗議員のご質問にお答えいたします。 

  指定管理でもって今回、くちくまのクラブと契約をするわけでございますけれども、

くちくまのクラブのいわゆる権限といいますかは、スポーツセンター、それから若もの

広場、市ノ瀬体育館の使用、維持管理の範囲が責任ということになってございます。 

  例えば事故が起こった場合、当然保険には加入はするのですけど、加入する保険の範

囲を越えて賠償責任が生じた場合につきましては自治体は指定管理を定めた指定者につ

いても自治体が責任を負わなければならないということになってございますので、指定

管理者が当然保険に入るわけで、その保険の範囲内で責任を負うことができない場合は

自治体があとの責任を負わなければならないということになってございまして、日常業

務の中での管理に関する責任は指定管理者が負うということでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  指定管理者を指定しまして、そして１年間、その管理者にやってもらうわけですが、

１年間とか年間を決めて。その場合、１年間でその管理者のやったことについての報告

とかそういうものは町に対してあるのですか。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長、山崎君。 

○教育委員会生涯学習課長（山崎一光） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えいたします。 

  当然、報告はいただきますし、もちろん年度の途中でございましても自治体の方から

書類等、あるいは管理についての状況を報告させるということはできますので、そのよ

うな形で進めてまいりたいと考えております。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  ８番、榎本君。 

○８番（榎本 敏） 

  この件についてでございますけど、事務所はどこに置くのですか。 

  それと、たしか昨年度のこの議会にも出ておりましたけど、教育委員会で高いお金を
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かけて予約状況等々を確認できるように、たしかソフト面を充実したと思うのですけど、

その件はどうなりますか。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長、山崎君。 

○教育委員会生涯学習課長（山崎一光） 

  ８番、榎本議員のご質問にお答えいたします。 

  まず１点目の事務所の件でございますけれども、当面は現在、ＳＥＡＣＡが入ってお

ります朝来駅に置くということで考えてございます。 

  もう１点の予約システムの件でございますけれども、この４月１日から稼働はするの

ですが現在のところはとりあえずは空き状況の確認をしていただくということを考えて

ございます。当然、将来的にはパソコンから予約まで全部できるというふうなシステム

にもっていくわけですけれども、そういう構築はしているわけですが、一度にそれをし

ますと重複貸し出しとか混乱が出てくる可能性があるということで、当面、予約の入る

前の空き状況の確認をするということで、いわゆる担当者の方が慣れるというあたりか

ら入ってまいりたいと、このように考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ８番、榎本君。 

○８番（榎本 敏） 

  そうなりますと、予約申し込みとかパソコンの使えない方、一般利用者の方やけど、

朝来の駅の窓口へ行くということですか。そこで申し込み、料金を清算するとか。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長、山崎君。 

○教育委員会生涯学習課長（山崎一光） 

  ８番、榎本議員のご質問にお答えいたします。 

  現在も文化会館の窓口で、あるいはまた電話で受け付けをしておりますが、それと同

じような格好になるかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 
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  これで質疑を終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第６号、公の施設の指定管理者の指定についての件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                           

△日程第７ 議案第７号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第７ 議案第７号、田辺周辺５市町障害程度区分認定等審査会共同設置規約の変

更に関する協議についての件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  この条例は単に障害者自立支援法と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律というように置きかえているわけなのですけれども、区分認定の問題があ

りますから、障害者自立支援法とこの後にできてきた今の新しく書き換える障害者の

云々という法律の定めるところの支援の状況、要するに障害者自立支援法と同じものが

支援の中身なのか、あるいは区分認定が変わるのか。それから、総合的に支援するため

の法律ということは、支援法よりもはるかに拡大されているような聞こえがあるのです

けれども、その中身はどうなのかということをお聞きします。 
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○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、原君。 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  １２番、井澗議員さんにお答えします。 

  内容については変更はございません。 

  この法律は障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に変わることになりました。この法律の目的につきましては、自立のかわり

に新たに基本的人権を享有する個人としての尊重を明記ということになってございます。 

  もう１つは、障害福祉サービスに係る給付に加え、地域生活支援事業による支援を明

記し、それらの支援を総合的に行うこととなりました。 

  基本理念の創設がされました。すべての国民が障害の有無にかかわらず等しく基本的

人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの願い。すべての国

民が障害の有無にわけ隔てることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する

社会を実現。可能な限り、その身近な場所において必要な支援を受けられること。社会

参加の確保。どこで誰と生活するかについて選択の機会が確保され、地域社会において

他の人々と共生することを妨げられないこと。社会的障壁の除去が基本理念として創設

されました。 

  あと、障害者の範囲の見直しがされてございます。制度の谷間のない支援を提供する

観点から、障害者の定義に新たに難病等を追加し、身体障害者手帳の取得はできないが

一定の障害のある方々を障害サービス等の対象とするとこの法律で変わってございます。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  ずいぶん総合的に見ているわけですから変わっているわけですね。片一方は障害者を

自立させるための支援をするのであるのですけれども、今度の場合は生活を総合的に支

援すると。しかも基本的人権というものを享有するという立場で理念まで変えたという

わけですから、相当これは広範囲でこの法律は適用されると、そういうように理解して

おいてよろしいか。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、原君。 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  １２番、井澗議員さんにお答えいたします。 
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  障害者自立支援法からすると広範囲に変えられたと理解しております。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第７号、田辺周辺５市町障害程度区分認定等審査会共同設置規約の変更

に関する協議についての件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                           

△日程第８ 議案第８号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第８ 議案第８号、平成２４年度上富田町一般会計補正予算（第６号）の件につ

いて質疑を行います。 

  歳出歳入ともに一括でお願いします。 

  歳出からまいりましょうか。 

  ６番、奥田君。 
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○６番（奥田 誠） 

  歳出の１４ページのみんなが学んで花ひらく口熊野かみとんだ事業の都市との交流事

業、これ減額補正なのですけども、減額になった理由、何か予定していた分をやめたと

かそういうのがあるのですか。ちょっとお尋ねします。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  この事業をやるときに教育委員会へボーイスカウトで大阪方面からボーイスカウトを

呼んできたらなっとうなと声かけたのです。大体１００万ぐらい要るなと。ところが実

際ボーイスカウトにしたら和歌山の方から来てくれるということで相当安くなったし、

ボーイスカウト自身もある程度負担を持っていただくようになったので相当経費が安く

ついたような状況です。 

  今年もまた同じような格好をさせていただきたいと思います。 

○議長（大石哲雄） 

  １４ページから２５ページまでです。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  珍しい言葉を発見しましたので聞いておきたいと思います。 

  １８ページです。 

  衛生費のところで振動病の検診委託料というのがあるのですけども、今、この振動病

というの、上富田で何人ぐらいあって、どういう何件ぐらいな、誰にどういうふうに委

託するのかというのをお聞きしたいと思います。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課長、薮内君。 

○住民生活課長（薮内博文） 

  おはようございます。 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えします。 

  まず、予算としましては当初、１０人程度見込んでございました。最終的には４名追

加したということで１４名で約８，０００円計上してございます。 

  現在のところ、一応対象者として１４名程度あるというふうに確認してございます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 
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○１２番（井澗 治） 

  ２１ページの委託料ですが、トンネル・橋梁の委託料ですが、これはどこか頼むとこ

ろがあるわけだと思うのですが、どうですか。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課長、植本君。 

○産業建設課長（植本敏雄） 

  おはようございます。 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えいたします。 

  この事業につきましては、社会資本整備総合交付金事業ということで委託料としまし

てトンネル、それから橋梁の安全点検業務という格好で補正予算を要望してございます。

これにつきましては、緊急経済対策の国の補正予算になってございます。 

  町内には、トンネルとしまして３カ所、畑峠隧道、それから岡隧道、卒塔婆隧道と３

カ所のトンネルがございます。これについての安全点検でございます。 

  また、橋梁につきましては、１５メーター以上につきましては橋梁点検が済んでござ

いますが、１５メーター未満の橋も今回は対象になるということで、町内で２０４橋と

いう格好で計画してございます。 

  以上でございます。 

               （発言する者あり） 

  これにつきましてはコンサルへ発注したいと、このように考えてございます。 

               （発言する者あり） 

  いや、それはこれからです。予算が通った段階で。 

（「入札する」の声あり） 

  はい、そういうことです。予算の通った後に入札でコンサルの方へ発注したいと考え

てございます。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  ９番、木本君。 

○９番（木本眞次） 

  ２３ページの児童館運営費の中で、工事費の中で遊具撤去というのが出ているのです

けども、老朽化によって撤去するのか不必要になって撤去するのか、その辺、ちょっと

お願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長、山崎君。 
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○教育委員会生涯学習課長（山崎一光） 

  木本議員のご質問にお答えいたします。 

  児童館の遊具撤去につきましては、大分古くなってきております。あの遊具そのもの

が、もともと児童館を建てたときに新しい物を設置したものではなく、地元にありまし

た遊具をあそこに移設したものでございまして、さび等が大分出てまいりまして、業者

に見てもらったところ補修費が相当高くつくわけでございます。 

  設置者責任等のこともございまして、今すぐ壊れるとかということではないのですが、

万一子供たちが遊んでいて事故、けがをするということにもなりかねませんので、もう

とりあえずは取ってしまおうということでございます。 

  ちなみに、あそこに今置いてありますジャングルジムですとかラダーですとか、それ

から上って遊ぶやつ、あるいは滑り台、すべて補修をするのにどれぐらいかかるかとい

うことで日都産業とかタカオとかいう遊具のメーカーに確認をしてもらいましたところ、

２５０万円以上かかるということでございますので、これではあの古い遊具に２５０万

円以上の費用をかけるのはもったいないということで撤去するということにいたしまし

た。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  ちょっと教えてもらいたいのです。 

  １９ページ、１９の基幹水利施設ストックマネジメント事業とありますけど、これは

具体的にどういう事業なのかちょっと教えてください。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課長、植本君。 

○産業建設課長（植本敏雄） 

  ２番、木村議員さんのご質問にお答えいたします。 

  ストックマネジメント事業につきましては、もともと昭和３０年から３８年ごろにか

けまして上富田町内で地盤変動対策事業として実施しました県営の排水路の工事がござ

います。それが町内には５．８キロメーターございます。そうした中で、平成２１年度

にその施設の機能診断という格好の中で危険箇所とか、それから機能の低下が認められ

る箇所について改修するということで調査をしてございます。 

  今回の事業につきましても県営の事業でございます。町独自ではございません。 

  そうした中で、本年度におきましても生馬の本郷地区において水路改修を行っていた
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だいてございます。これにつきましては、事業費の２５％ということで、町の負担は２

５％を予算措置してございます。 

  そういう格好の中で、今後３年間ぐらいそういう事業を続けていきたいと、このよう

に考えてございます。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに歳出ございませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  それでは歳入に移ります。 

  １１ページから１３ページまでです。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  １つは国庫負担の削減の問題です。 

  平成２４年、もう大体普通交付税、特別交付税も決まっていると思いますので、その

削減の、要するに例の三位一体の改革になる前の段階は結構でございますので、２００

１年、平成１２年からで結構でございます。それの削減額と、トータルですね。２００

１年から平成２４年までのトータルをお聞きしたいと思います。 

  それから臨時財政対策債ですけれども、これももう決まっていると思うのでそれもお

聞かせ願いたいと思います。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、水口君。 

○総務政策課企画員（水口和洋） 

  １２番、井澗議員さんにお答えします。 

  三位一体の改革における影響額につきましては、本６号補正では８，２２０万円の影

響額と思われます。交付税につきましては、平成２４年度と平成１２年度の比較では４

億１，９２１万１，０００円の影響額となります。臨時財政対策債を加味した場合の平

成１２年度との比較では、１億５，７９７万５，０００円の影響額となります。 

  平成１２年度を基準としまして平成２４年度までの予算での影響額につきましては、

普通交付税では５５億１５６万円となります。臨時財政対策債を加味した場合は２６億

６９３万３，０００円の影響額となります。 

  よろしくお願いします。 
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○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  消費税、計算上はどういうふうになりますか。 

  それから国庫負担はわかったのですけど、もう一度、負担金あると思うのですけれど

も、いわゆる臨時財政対策債とかそういうものじゃなしに、そうじゃなしに本当にその

削減するものについてどの程度の影響があるか、もう一度、ちょっとお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、水口君。 

○総務政策課企画員（水口和洋） 

  お答えします。 

  三位一体の改革の影響額につきましては８，２２０万円となります。 

  続きまして消費税ですが、本６号補正後では、理論上ですが９，０１０万７，０００

円となります。５号補正につきましては８，８７７万７，０００円でしたので１３３万

円の増額となります。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  ５番、畑山君。 

○５番（畑山 豊） 

  ちょっと確認とお願いがあって。 

  １３ページで国庫支出金の４目の土木費国庫補助金の説明の中で、公営住宅の家賃収

入補助金が減額になっておりますがこの理由と、もう１つ、この上富田町営住宅の中で

…… 

               （発言する者あり） 

  １１ページ、間違えました。１１ページです。 

○議長（大石哲雄） 

  もう一度初めから、すみませんけど。 

○５番（畑山 豊） 

  すみません、１１ページ、間違えました。やり直します。 

  国庫支出金、国庫補助金の４目土木費国庫補助金で、公営住宅家賃収入補助金が減額

されておりますが、その理由についてお聞きしたいのと、このほかのことなのですが、

町内の町営住宅で浄化槽とかそういうことに関する維持費が住宅の家賃に含まれていな

い住宅がありますが、すべての住宅のことに関してはどういうふうになっているか。 
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  例えば、定促住宅が今度、建設課の方で管理をするようになっているそうですが、あ

そこなんかは維持管理費が家賃に含まれているように思われます。そのことについて、

今この際、維持管理費が家賃に含まれていないやつに関して含むような方法はないか、

そういうことをお聞きしたいと思って、答弁できましたらお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  ５番、畑山議員、２番目の質問については答弁できたらいいということなのですけど、

大分歳入とは離れていますので、別の機会でもよろしいですか。 

○５番（畑山 豊） 

  それで結構です。 

○議長（大石哲雄） 

  答弁可能ですか。 

（「１問目だけ」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  １問目だけ。２問目の質問はまた別の機会でお願いします。 

  １番目の減額の理由について。 

  産業建設課長、植本君。 

○産業建設課長（植本敏雄） 

  ５番、畑山議員さんのご質問にお答えいたします。 

  この地域住宅交付金、それから家賃収入補助金について減額になってございます。こ

の住宅費の補助金につきましては２３年度から２７年度までの５カ年計画の中で事業実

施し、それから精算をしていくというような中で、毎年毎年、単年度で精算していって

いるというものではございません。５年間で交付された予算範囲内で事業を自由に利用

できるという格好の中で、今年度、生馬橋住宅の集会所の移転工事も全部完了しまして、

事業費が決定したという格好の中で相殺して最終的に減額になりましたよということで、

決して補助金が入ってこなかったというわけではなしに事前にいただいていたというよ

うな解釈になってございますので、ご了解のほどよろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  暫時休憩します。 

 

 休憩 午前１０時１４分 

 

 再開 午前１０時１４分 
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○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  ほかにございませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  全体でございませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  それではほかに質疑ございませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  議案第８号、平成２４年度上富田町一般会計補正予算（第６号）に反対をいたします。 

  やっていることそのものは、細かいことにつきましては、予算措置そのものは私は良

としたいというふうに思うのですけれども、この会計そのものはやはり多くの点で国の

攻撃が地方自治体にかかっております。例えば地方交付税で、先ほど企画員がおっしゃ

られましたように平成２４年では普通交付税で４億１，９２１万１，０００円、特別交

付税で１億２，３２３万９，０００円、合計して５億４，２４５万円というのが減額さ

れております。これを２００１年から平成２４年までの間トータルで見ますと、普通交

付税で５５億１５６万円、それから特別交付税で８億９，９３０万９，０００円。合計

しますと６４億８６万９，０００円とこんなになります。 

  それに対して臨時財政対策債というのが２０１２年に２億６，１２３万６，０００円

と、こういうのがありますけど、これの足したものを引きましても仮に半分、４０億以

上のお金が、結局、実質的にはこの上富田町で入らなんだと、使えなかったということ

になります。 

  また、消費税につきましては９，０００万以上があるわけです。また負担金につきま

しても８，２００万余り、かなりあるわけですね。それが結局削られたままでこの会計

運営をしなければならない。そういうことは一般財源が少なくなる中で非常に厳しい財
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政運営を迫られるという問題があります。 

  それから２つ目には、これに対する町の態度の問題であります。 

  最近、上富田小出町長は三位一体の改革ということをよく口になさいます。地方交付

税が少なくなってくる結果、一般財源が非常に少なくなると。普通交付税が一般財源化

されてどこにはいったかわからないという状況、これはまことに私も一致している考え

方でございます。これには賛同するわけですけれども、しかしながらそういうものに対

してきちっと町は国に対して物を言っていくというそういう点では、まだ私どもの政策

と一致しないところがございます。 

  それから３つ目には、もうここまでインフラも含めて整備されてきますと、上富田町

の課題は財政運営一つだと思うのですね。それにはやっぱり暮らしの問題、生活をサポ

ートしていく、支援するというところにぼつぼつ切り替えていくということを私は要求

しております。 

  それは、例えば１つは財源措置としては地方消費税交付金というのがあるわけですけ

れども、０．５％分ですが、これは１億２、３，０００万、必ず入ってくるわけですね。

これはやっぱりどこへ使って、どの、例えば、どこへ使ってもいいわけで、一般財源と

はそういうものですけど、特に特定して町民の暮らしそのもの、例えば制度そのものの

赤字もそうですけれども支援するという、そういうところへの独自的に使う中での転換

を図っていくべきではないかという観点が私どもにはあります。 

  それによって、そういうことがまだ実行されていないということで反対いたします。 

○議長（大石哲雄） 

  次に本案に対する賛成討論の発言を許します。 

  ６番、奥田君。 

○６番（奥田 誠） 

  議案第８号、平成２４年度上富田町一般会計補正予算（第６号）に賛成をいたします。 

  この主な財源の支出につきましては、共済組合の負担金の増額が主なものであると思

いますが、その中におきましても、先ほど木村さんが質問した農林水産業費の基幹水利

施設ストックマネジメント事業、また地域ため池総合整備事業等については、危険箇所

の改修という形で予算を措置していただいています。そして救馬谷排水路等の設置工事

費、そして土木費、これも先ほど質問がありましたトンネルと橋梁等安全点検の業務委

託料、これも減災につながる予算であると思いますので、補正予算については私は賛成

をいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 



－ 187 － 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第８号、平成２４年度上富田町一般会計補正予算（第６号）の件を採決

します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案は可決されました。 

                                           

△日程第９ 議案第９号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第９ 議案第９号、平成２４年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算

（第２号）の件について質疑を行います。 

  一括でお願いします。 

  質疑ございませんか。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  この会計で国庫負担金が削られたままになっております。国庫負担金の削減をずっと

調べていきますとかなりなものになりますが、この会計をやっておく上で、つまりもう

恐らくこれは決算に近い数字だと思うのですが、削減された額について教えていただき

たいと思います。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課長、薮内君。 

○住民生活課長（薮内博文） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えします。 

  まず国庫負担ですけれども、平成２４年度から負担率が変わってございます。平成２
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４年度からが３４％から３２％に変わってございます。この２％の減額につきましては、

県調整交付金で上積みされてございますので金額的な変更はございません。 

  ご質問の国庫負担金でございます。平成２４年度では療養費町負担分で１１億２，８

４６万２，６６４円でございます。国庫負担額では２億５，３５３万３，８４０円でご

ざいます。割合としては２２．４７％になります。 

  これを三位一体の改革前の昭和５６年度の給付費国庫負担金で算出しますと、５億６，

０８２万８，１６９円で、差し引き３億７２９万４，３２９円が減額というようなこと

になります。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  ついでに１世帯当たり、１人当たりの負担、もし直したらどんな金額になるか教えて

ください。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課長、薮内君。 

○住民生活課長（薮内博文） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えします。 

  先ほどの国庫負担金に対する住民１人当たり、それから世帯当たりの金額でございま

す。まず、１世帯当たりの金額にしますと１０万５，９２７円、これを１人当たりにし

ますと５万８，１１２円になります。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  議案第９号、平成２４年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）に
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反対いたします。 

  当然、法治国家ですから、地方自治体の長といえどもこれを曲げることはできないわ

けであります。でありますけれども、この会計そのものは国庫負担がだんだん削られて

くるという国の政策によって、大変住民に大きな荷を負わせております。その額という

のは３億７２９万４，３２９円というふうに課長がおっしゃいました。これは１人当た

りにしますと５万８，０００円、世帯では１０万５，０００円ということで、これだけ

のお金がもし入ってきておればその分だけ国民健康保険税に手当てをすることができる

と。非常にそういう意味では大変な金額だろうというふうに思うのです。 

  この国庫負担を削るというやり方が、今、本当にどこまで続くのかということで、国

民の皆さんも首長の皆さん方もこれは非常に問題視をしているわけであります。 

  そういう理由によって反対をいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第９号、平成２４年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第

２号）の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案は可決されました。 

  １０時４０分まで休憩します。 

  暫時休憩します。 

 

 休憩 午前１０時２７分 
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 再開 午前１０時４０分 

 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

                                           

△日程第１０ 議案第１０号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１０ 議案第１０号、平成２４年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算

（第２号）の件について質疑を行います。 

  一括でお願いします。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  議案第１０号、平成２４年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算（第２号）に

反対いたします。 

  後期高齢者医療というのは、皆さん知ってのとおり、７０歳以上の人を７０から７４

までを前期とし７５以上を後期というように分けまして、老人保健法を適用していたの

を適用から外し、前期は国保に残し後期については新しい医療制度をつくりました。ま

さにこれは老人分断でありますし、新しい保険料を取るというやり方であります。 

  その後、これは改良もされてきている面はありますけれども、だんだんと負担が増え

ていくという状況が生まれてきております。これはまさに廃止すべき法律であろうとい

うように私たちは考えております。 

  それで反対いたします。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 
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○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１０号、平成２４年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算（第

２号）の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案は可決されました。 

                                           

△日程第１１ 議案第１１号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１１ 議案第１１号、平成２４年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第２

号）の件について質疑を行います。 

  一括でお願いします。 

  質疑ありませんか。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  １点だけお伺いします。 

  この介護保険の財源内訳を、何％というような形でお願いしたいと思います。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課長、薮内君。 

○住民生活課長（薮内博文） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えします。 

  まず、この会計におけます財源内訳でございます。これにつきましては、まず税収入

をもって充ててございます。それ以外に、国庫支出金として…… 

（「何％だけでいい」と井澗議員呼ぶ） 

  失礼しました。 



－ 192 － 

  この介護保険につきましては、国庫負担金とか県負担金、それぞれありますので、そ

れぞれ負担率が変わってきますので。 

  まず、保険料につきましては２１％の負担割合になってございます。それから国庫負

担金につきましては、それぞれ内容によって異なりますが、調整交付金では７％、それ

から介護予防事業費では２５％、それから包括的支援・任意事業では３９．５％になっ

てございます。 

  それから繰入金につきましては、一般会計繰入金で介護給付費繰入金では１２．５％、

それから予防給付費でも同じく１２．５％、それから包括的支援事業繰入金では１９．

７５％になります。それから支払い基金からの交付金につきましては２９％になってご

ざいます。 

  それと県補助金につきましては、介護予防事業費交付金では在宅サービスで１２．

５％、施設サービスで１７．５％、それぞれ負担率が変わってございますのでひとつよ

ろしくお願いします。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  そういうわかりやすい説明の仕方なのですけれども、もう一度お聞きします。 

  国、県、町ですね。それから住民負担というようにあるでしょう。全体を１００とし

たときに国が何％、全体の費用でね。それから県が何％。決まった数字があるでしょう、

基本的なやつに。あと、残りの住民をどういうふうに分けるのかという、そんなやつを

言ってください。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課長、薮内君。 

○住民生活課長（薮内博文） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えします。 

  まず、国庫負担金では、これは各、全体で何％というわけではございません。先ほど

言いましたように介護給付費で０．１５、それから介護給付費の、先ほどは施設分で１

５％、それから介護給付費その他で２０％、それから介護予防で２５％、それから包括

的支援事業で４０％、それぞれございますので、ひとつご理解いただきたいと思います。 

  それから、国の調整交付金につきましては約５％になってございます。 

  それから住民負担につきましては、第１号被保険者で２１％、それから２号被保険者

で２９％になってございます。 
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  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  要するに５０％を第１と第２の２つに分けて、４０歳以上とあれに分けてあるわけで

すね。２１と２９に分けているわけでしょう。それで５０％分、要するに全体でいった

ら５０％分を住民負担しているわけですよ。あとの５０％が公費負担なのですね。その

公費負担でいったらどれだけになるかというのを、幾つか、事業費の関係で２つあると

いうこと、僕はわかっているのですけども、それをひとつ国庫負担ということだけで考

えたらどんなになるかということを聞いておきたいのです。 

  なぜかと言えば、これは平成９年に導入されたのですね。そうでしょう。平成９年に

できまして平成１２年に執行されたのですけれども、そのとき、平成９年のときには国

が３５％で県、町が１２．５、１２．５だったのですね。これを合わせますと６０％で

すよ。あと４０％が住民負担だったわけですね。今はそれが１０％増えて５０％になっ

ているのですよ。 

  ですからこれは恐らく、ここの３５％というところが非常に減ってきているというよ

うに私は思うのですよ。 

  それをまとめたらどんなになるのかなというのを。いろんな調整交付金もあるけれど、

それを全部まとめたらどんなになるかというのを聞きたいのです。聞きたいのですけど、

もうそれはよろしいです。結構です。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありませんか。 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  議案第１１号、平成２４年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第２号）に反対い

たします。 

  介護保険あって介護なしと言われているくらい厳しい状況が出てきております。介護

報酬の改定が行われまして、その影響もかなり、今、住民の間で出てきております。 
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  そういうことがあるのと、それからそれに対してほんなら国庫負担が増えているかと

いったらそうじゃないのですね。減らされている状況です。むしろ住民負担がだんだん

と増えてきているという状況であります。 

  そういうことがもろに受けている会計だと。これは町長が幾ら頑張ってもできないこ

となのですけれども、その受けた影響というのは計り知れないものがあるというように

思っております。 

  それで反対いたします。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１１号、平成２４年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第２号）

の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案は可決されました。 

                                           

△日程第１２ 議案第１２号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１２ 議案第１２号、平成２４年度上富田町特別会計診療所事業補正予算（第

１号）の件について質疑を行います。 

  一括でお願いします。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、奥田君。 
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○６番（奥田 誠） 

  ９ページの使用料及び賃借料で、この間、吉田議員さんが一般質問した中で、自動車

借り上げ料、これタクシー代ということなのですけど、医師が６名あるということを聞

いたのですけども、その中で１回どれぐらいの費用がかかっているのか。そして、タク

シーを利用している医師については、南和歌山医療センターから診療所までの交通費に

なるのか、それとも医師の自宅から診療所までの費用になるのか。その辺だけちょっと

お願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課長、薮内君。 

○住民生活課長（薮内博文） 

  ６番、奥田議員さんのご質問にお答えします。 

  まず、自動車借り上げ料ですけども、当初、予算計上はしていなかったのですけども、

医師の送迎について安全を確保ということで一応タクシーを利用させてほしいというこ

との中で今回、計上させてございます。 

  タクシーの利用につきましては、近隣の田辺西牟婁郡タクシー組合と契約して毎日医

師の送迎を、南和歌山医療センターから診療所の往復というようなことで計算させてい

ただいております。ちょっと単価につきましては今のところ、記憶的には片道２，５０

０円程度ということで正確な数字ではないのですけども、ひとつご理解いただきたいと

思います。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  診療所経営というのは非常に難しいものだというのはわかっているのですけれども、

それはそれとして１つだけお聞きしておきたいのは、今、新しくできた段階でまだ組織

的なものは確立されていないと思うのですけれども、事務局というのですか、そういう

経営体制というのはどういうふうになっていますか。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課長、薮内君。 

○住民生活課長（薮内博文） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えします。 

  まず診療所ですけれども、一応一般的に会計を担当しておりますのは住民生活課が担

当しております。これの事務局というようにつきましても一応住民生活課が担当課とい
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うことでございますので、ひとつその辺ご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  そうしますと、あそこへ実際的にそういう事務をやりに行っているのは、直接住民課

の方が行っているのですか。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課長、薮内君。 

○住民生活課長（薮内博文） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えいたします。 

  まず、会計上の処理につきましては担当課の住民課が会計処理をしてございます。た

だ、診療所の診療報酬等に伴う事務処理につきましては従業員がやっておりますので、

その辺、ひとつご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１２号、平成２４年度上富田町特別会計診療所事業補正予算（第１

号）の件を採決します。 
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  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                           

△日程第１３ 議案第１３号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１３ 議案第１３号、平成２４年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算

（第４号）の件について質疑を行います。 

  一括でお願いします。 

  質疑ありませんか。 

  ５番、畑山君。 

○５番（畑山 豊） 

  ４ページのところで、１目の宅地造成事業で宅地造成工事請負費他と書いてございま

すが、これ、減額になっているということは、もうないようにするということになるの

か。違うのか。これはこれだけ減ったということやな。そのことについて、減ったこと

の理由を聞きたいのと、２目の残土処理場事業費の工事請負費について、残土処理場工

事請負費３，６４３万円になっておりますが、このことについては業者は今、もう既に

しているように思われるのですが、今後、入札とかそういうことをして決めるのか。ち

ょっとその辺を聞かせていただきたいと思います。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課長、植本君。 

○産業建設課長（植本敏雄） 

  ５番、畑山議員さんのご質問にお答えいたします。 

  まず、宅地造成事業費の工事請負費の減額でございます。これにつきましては、この

工事請負費としましては両新田地区の造成費を計上しておりましたが、現在、高速道路

の廃土につきましては生馬地区の農地造成の方で全部、優先的に運んでおりますので、

現在、両新田で計画しておりましたはなかきとかそういう工事費につきましては全然触

っていないという格好の中で減額させていただいてございます。 

  それから残土処理場事業費の増額でございます。これにつきましては歳入の方でもあ

るのですけども、雑収入の方で約２万立米ほど増えてございます。これにつきましても、

生馬造成場の方ではなかき等の工事事業費という格好、それから舗装の修繕等で計上し
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て３，７９３万円を増額しているというような状況でございます。これにつきましては、

今の現状のままで、搬入土の増額という格好の中で処理していきたいと、このように考

えてございます。 

○議長（大石哲雄） 

  業者はそのままということやね。 

  ５番、畑山君。 

○５番（畑山 豊） 

  そうしたら、この件についてはもう、結局、残土処分場については生馬の方に移転す

るというような格好でよろしいのですか。 

  それはそれでいいし、そして今後、この業者については、例えば入札するとか、生馬

の方に移管するとすれば新しい方法にするのか、それともこれを継続にするのか。そこ

らちょっと聞きたいのですけど。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  以前にも説明しましたように、農地造成から事業変更して、今日は新聞社が来ていな

いのでお話しさせていただきますけど、メガソーラーにする。その関係で重点的に生馬

の残土処分場にいきやるのですわ。できたら、この部分については今の業者でさせてい

ただきたい。両新田とかほかのところへ出てきたときは新たに入札させて業者を決める

ということでご了解いただけるようにお願いしたいと思います。 

  今日、多分常任委員会を開いていただけると思うのですけど、今の状況をちょっとそ

の段階で説明させていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ５番、畑山君。 

○５番（畑山 豊） 

  私も総務委員会でこの件についてはちょっと詳しいことが、そういう内容がわからん

ことがあったので。 

  生馬の造成地については、メガソーラーとかそういう計画があるということも、それ

はよく理解しております。生馬の件についても宅地造成、また残土処分場の許可が下り

たということで、大変、今後の事業にいろいろとプラスになると思いますので、どうぞ

よろしくお願いしておきます。 
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○議長（大石哲雄） 

  暫時休憩します。 

 

 休憩 午前１１時０１分 

 

 再開 午前１１時１１分 

 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  ほかに質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１３号、平成２４年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第４

号）の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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△日程第１４ 議案第１４号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１４ 議案第１４号、平成２４年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予

算（第３号）の件について質疑を行います。 

  一括でお願いします。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１４号、平成２４年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算

（第３号）の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                           

△日程第１５ 議案第１５号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１５ 議案第１５号、平成２４年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算

（第２号）の件について質疑を行います。 
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  一括でお願いします。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１５号、平成２４年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第

２号）の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                           

△日程第１６ 議案第１６号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１６ 議案第１６号、平成２４年度上富田町水道事業会計補正予算（第２号）

の件について質疑を行います。 

  一括でお願いします。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 
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  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１６号、平成２４年度上富田町水道事業会計補正予算（第２号）の件

を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  １時３０分まで休憩いたします。 

 

 休憩 午前１１時１４分 

 

 再開 午後 １時２８分 

 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

                                           

△日程第１７ 議案第１７号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１７ 議案第１７号、平成２５年度上富田町一般会計予算の件について質疑を

行います。 

  ページごとに行います。 

  歳出、３５ページからお願いします。 
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  ３５ページ。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ３６、３７。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ３８、３９。 

  ６番、奥田君。 

○６番（奥田 誠） 

  ３９ページの委託料の地域主権一括法に係る条例整備業務委託料１０５万、これはど

こへ委託するか予定があるか。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課長、山本君。 

○総務政策課長（山本敏章） 

  ６番、奥田議員にお答えさせていただきます。 

  まず、今回の地域主権一括法の関係ですけども、これは第３次分になります。法令関

係ですけども、全部で８０本、国の改正法律があります。本則が６９本で不足が１１本

ということで予定されております。今回、一応１０５万を予定しているのは、今、うち

のほうで例規集等を業務委託しておりますぎょうせいの方に委託したいかなと思ってお

ります。 

  以上です。お願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  よろしいですか。 

○６番（奥田 誠） 

  はい。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかにございませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ４０、４１ページ。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ４２、４３ページ。 
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  ６番、奥田君。 

○６番（奥田 誠） 

  総務の防災対策費で、今回、予算を大分つけてくれているのですけども、第１点目に

この文化会館への蓄電電池の分で、これでどれぐらいの、総務教育では細かい説明をし

ていると思うのですけども、ちょっと私どもは聞いていないので、どれぐらいの平米で

どれぐらいの蓄電をできるのかというのを１点お聞きします。 

  それと、次のＪ－ＡＬＥＲＴ（ジェイ－アラート）の連動放送卓改造工事、これの工

事内容、放送卓改造というのはどういう作業になるのかというのを１点聞きたいのと、

それと予算をつけてくれているのでいいのですけども、防災行政無線の戸別受信機購入

費、５００台と聞いているのです。この分が４６２万円措置されているということなの

ですけども、それは消耗品の中へ入っているのか。その辺ちょっと確認だけお願いしま

す。 

  それと、いっぱいあってあれですけども、防災対策費の町内データバックアップとい

うの、８５万６，０００円、これもあるのです。これはどこのところへ予算措置をされ

ているのかというのをお聞かせください。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、森岡君。 

○総務政策課企画員（森岡真輝） 

  ６番、奥田議員さんのご質問にお答えいたします。 

  まず１点ですけども、蓄電池、太陽光発電ですけども、太陽光発電自体が１０キロワ

ットの太陽光発電になります。そして蓄電池が１５キロワットになります。蓄電の量で

すけども、１日大体２７キロワット、年間で平均１万キロワットといわれております。

これは機種により若干違いが出てくるということで言われております。 

  ２つ目のＪ－ＡＬＥＡＲＴ（ジェイ－アラート）の卓ですけども、これは防災行政無

線の放送施設があるのですけども、そこにあるもとの本卓、スイッチを入れてマイクで

しゃべるところの卓をやりかえるということになります。これは１０分の１０の国の補

助金でやるようになっております。 

  そしてもう１つ、防災行政無線の防災ラジオですけども、消耗品の中に含まれており

ます。 

  以上です。 

（「パソコンのデータバックアップはどこへ」と奥田議員呼ぶ） 

  データのバックデータということで、置くところが地域交流センターという、スポー

ツセンターの裏側にあるあそこへ置くようになっております。 
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  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ４２、４３、よろしいですか。 

  ７番、沖田君。 

○７番（沖田公子） 

  防災の備品購入費ですけども、防災用の備品購入費は主に何を買われるのでしょうか

ということと、この倉庫はどこへ設置されるのでしょうか。お聞きします。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、森岡君。 

○総務政策課企画員（森岡真輝） 

  ７番、沖田議員さんのご質問にお答えいたします。 

  防災の備蓄用品ですけども、今回はトイレとかハイパワーライトというのですけども、

アークライトに匹敵するほどでもないライトですけども、それとかあとはアルファ米等

の購入に充てるようにしております。 

  そして防災用備蓄庫ですけども、岩崎地区が県の津波の浸水地域には入っていないの

ですが、今後、どんな形になるかわからないということもありまして、町としまして万

全を期するために岩崎の会館の方に設置するように考えております。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  ４２、４３、よろしいですか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ４４、４５。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  私、総務なので知っていなきゃいけないと思うのですが、１つだけ聞きます。 

  ４５ページの委託料のところの町勢要覧ですが、今回の町勢要覧というのはメインテ

ーマは何ですか。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、山本君。 

○総務政策課企画員（山本剛士） 

  １２番、井澗議員さんにお答えします。 

  町勢要覧刷新のメインテーマはということでございますが、前提は５年前につくりま
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した町制５０周年史の刷新になってございます。中身を見まして、既に他界された方や

時世に合わないもの、それと時世の流れによりましてネガティブイメージといいますか、

虫歯の絵を載せるよりも歯を磨いている方がいいと、そういうような時世に応じまして

刷新することといたしておりますので、よろしくお願いします。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  私、思うのですが、こういうものをつくる場合に、今、企画員が言われたとおりだろ

うと思うのですが、例えば東南海地震というのが近づいているというのが言われていて、

いつ来るかわかりませんけれども、こういう将来的に見込まれることが起こり得ること

に対しての予防的な面で住民の喚起をさせるというようなテーマを１つほうり込んでお

いて、それも１つの形にしたらいいのじゃないかと思うのですが、どうでしょう。 

  そういうのは入っていないですか。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  今回、指示したのは、どの市町村も一緒ですけど、大体１０年ごとに町勢要覧という

のをしやるのですわ。極端な例を言いましたら隠岐先生の写真も載っているのです。 

  そういう格好の中で、やはり、まあ言ったら不都合な部分があるので直せと言っただ

けで、今のご意見につきましては今後、何らかの形で参考にはさせていただきますけど、

町勢要覧と別の感覚ということでお願いしたいと思います。 

○議長（大石哲雄） 

  ４４、４５、ないですか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ４６、４７。 

  ６番、奥田君。 

○６番（奥田 誠） 

  ４６ページのみんなが学んで花ひらく口熊野かみとんだ事業費の負担金、補助及び交

付金で、各種イベント補助金３５０万あるのですけど、イベントの主な内容はどういう

ものであるか。 

  それと、町長の方が説明要旨であった上中５０周年記念の部分はこの中でどこに入っ
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ているのか。 

  それだけちょっとお聞かせください。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、山本君。 

○総務政策課企画員（山本剛士） 

  ６番、奥田議員さんにお答えいたします。 

  まず最初に、イベント補助金３５０万は主にどこのイベントに補助するのかというこ

とでございますが、１つは５月に控えてございますプロ野球のウエスタンリーグ、それ

と南紀おやじバンドコンテスト、彦五郎公園のイルミネーションフェスタ、友遊フェス

ティバル、大賀ハスまつり、こちらを考えてございます。 

  もう１つの質問の上富田中学の５０周年記念につきましては、別の項目で予算計上さ

せていただいてございまして、先生ご質問のイベント補助金３５０万の１つ下の各種団

体補助金５３万のうち５０万で計上させていただいてございますので、どうかよろしく

お願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  国際交流協会の補助金が去年より大分増えているように思うのですが、昨年度、どの

ような事業をされているか。今年はまたどういうふうな展開をする予定なのか、お願い

します。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長、山崎君。 

○教育委員会生涯学習課長（山崎一光） 

  ２番、木村議員さんのご質問にお答えいたします。 

  国際交流協会の今年の補助金でございますけれども、１８０万円のうち１５０万円は

人件費で見込んでおります。事業費として３０万円程度を見込んでおります。 

  昨年は立ち上げが７月になったということがございまして事業の方もそんなにたくさ

んはできなかったのですけれども、ハープのコンサートでありますとか、それからブラ

ジルから青年を受け入れる体制を整えたとか幾つか、それからこの２６、２７日にもワ

ールドリーダーシップセミナーというのがございまして神戸の方へ学習に中学生を連れ

て行くのですけれども、そういった事業をやっております。 

  今年につきましてもそういったもの、あるいはまた中学生の海外研修から帰ってきた



－ 208 － 

子供たちと相談しながら発表の機会を設けるとか、あるいはまた外部の先生を招いて研

修会なり講演会を開くとかそういったことを計画してございます。 

  詳細につきましては、今後の国際交流協会の中で検討してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかにございませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ４８、４９。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ５０、５１。 

  ６番、奥田君。 

○６番（奥田 誠） 

  ５１ページの中の使用料及び賃借料、エルタックスシステム使用料７８万７，０００

円、これはエルタックスシステム、国税庁に関する関係やと思うのですけど、それがど

うして、国税庁の関係の分が使用料が必要になるのかというのをちょっとお聞かせくだ

さい。 

○議長（大石哲雄） 

  税務課長、笠松君。 

○税務課長（笠松眞年） 

  ６番、奥田議員さんにお答えします。 

  今、言いましたように、エルタックスについて国税もありますけども住民税の方へも

連携しておりますので、それで使用料を払っていますのでよろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  よろしいですか。 

○６番（奥田 誠） 

  はい。 

○議長（大石哲雄） 

  ５２、５３。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ５４、５５。 
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               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ５６、５７。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ５８、５９。 

  ６番、奥田君。 

○６番（奥田 誠） 

  ５９ページの負担金、補助及び交付金の中の地域見守り協力員活動費補助金、これで

今、町内で何名の方が登録されているか。ちょっとお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、原君。 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  ６番、奥田議員さんにお答えします。 

  現在、地域見守り協力員で登録しているのは５０人でございます。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  ５０人。 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  ５０人です。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかにありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ６０、６１。 

  ５番、畑山君。 

○５番（畑山 豊） 

  負担金、補助及び交付金のところで、ひきこもり者社会参加支援という項目があるの

ですけども、これはどういうふうな内容でしているか、ちょっと教えてほしいのですけ

ど。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、原君。 
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○住民生活課企画員（原 宗男） 

  ５番、畑山議員さんにお答えいたします。 

  ひきこもり者社会参加支援センター運営費補助金につきましては、ひきこもりの方が

労働の実習やボランティア活動、就労体験学習などの社会参加活動を通して社会復帰の

ための支援をしています。これは田辺市下屋敷にあります特定非営利活動法人ハートツ

リーの方に委託をしてございます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  ５番、畑山君。 

○５番（畑山 豊） 

  今、教えてもうたことはよくわかったのですが、上富田町内ではこういうことの取り

組みは何も、場所的にも何もされていないということですか。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、原君。 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  ５番、畑山議員さんにお答えします。 

  上富田町ではこのような場所は現在ありません。上富田町から１人、昨年は利用して

ございました。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  １１番、吉田君。 

○１１番（吉田盛彦） 

  ６０ページの施設開設準備経費助成特別対策事業補助金、これに特に説明なしだった

のですけど細かい説明、どういうことか、お願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課長、薮内君。 

○住民生活課長（薮内博文） 

  １１番、吉田議員さんのご質問にお答えします。 

  施設開設準備経費助成特別対策事業補助金、本年度１，０８０万円を計上させていた

だいております。内容につきましては、介護保険事業、地域密着型サービス事業費で、

認知症対応型共同生活介護ツーユニットの建築事業者選定の決定によりまして施設開設

準備経費助成特別対策事業補助金１，０８０万円、これは１床当たり６０万円掛ける１

８床を補助するというものでございます。全額が県の補助金になります。対象事業所に



－ 211 － 

つきましては、堺市の株式会社アップワードに補助する予定でございます。 

  なお、この補助金につきましては平成２４年度にも計上してございます。ただ、２４

年度につきましては事業の完成が見込まれないというようなことを踏まえて県と協議し

た結果、平成２５年度におきましてもこの補助金が補助対象となるということでござい

ますので、平成２５年度において再度計上させていただいたということでございます。

平成２４年度の処理におきましては補正で対応したいと考えております。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  １１番、吉田君。 

○１１番（吉田盛彦） 

  施設、今の件ですけども、そしたら県費を町へ入ってきて、全額アップワードという

ところへ行くという、トンネルするだけですか。確認だけ。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課長、薮内君。 

○住民生活課長（薮内博文） 

  １１番、吉田議員にお答えします。 

  言われるとおり県単の補助金でございます。事業費につきましては町負担は一切ござ

いません。これは事業所が建築事業費をもって施工するということになってございます。

補助金につきましては町を経由して事業所の方へ補助するということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  成年後見制度についてお尋ねしたいのですが、町内で成年後見制度を利用している方

はいらっしゃいますか。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、原君。 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  ２番、木村議員さんにお答えいたします。 

  成年後見の申し立てといいますのは、家族であったり４親等の親戚の方ということに

なりますけど、上富田町を通しての申し立ての方の申請はまだ１件も受けてございませ

ん。上富田町を通しての成年後見の申し立てはまだ１件もございません。ゼロです。 
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○議長（大石哲雄） 

  ６０、６１ページ、よろしいですか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ６２、６３ページ。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  ６２ページです。委託料のところで、これ、私聞き間違えているのか、聞いていなか

ったのかちょっとわらかないのですが、未熟児の養育医療費審査委託料１，０００円と

なっていますね。これは、未熟児が何人生まれてきてもその審査をするのに１，０００

円あったらできるという意味ですか。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課長、薮内君。 

○住民生活課長（薮内博文） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えします。 

  まず、未熟児養育医療費でございます。これにつきましては、未熟児が出生されたと

きに、入院期間の間に給付費について全額、公費で賄うという制度でございまして、２

５年度から新しい県からの委任業務になってございます。これの委託料につきましては、

単価的にはどのぐらいで発生するかということにつきましては、まだ現在、未定でござ

いますので、ちょっと数字的には把握してございませんので、ひとつご理解いただきた

いと思います。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

（「もう１回よろしいですか」と薮内住民生活課長） 

○議長（大石哲雄） 

  もう１回。 

  はい、失礼しました。 

  住民生活課長、薮内君。 

○住民生活課長（薮内博文） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えします。 

  審査手数料ですけども、１件当たり１１４．２円というような単価になってございま

す。 

  以上、ご理解いただきますようよろしくお願いします。 
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○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  この審査の委託する先は、医師の免許を持っている人ですか。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課長、薮内君。 

○住民生活課長（薮内博文） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えします。 

  一般的には国民健康保険連合会の方へ委託するようになってございます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ６２、６３、よろしいですか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ６４、６５。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ６６、６７。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ６８、６９。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ７０、７１。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ７２、７３。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ７４、７５。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ７６、７７。 
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               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ７８、７９。ないですか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ８０、８１。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ８２、８３。 

  ６番、奥田君。 

○６番（奥田 誠） 

  ８２の最後のところの商工費の中で、負担金、補助及び交付金で、わかやまデスティ

ネーションキャンペーン推進協議会負担金という形、これはＪＲ６社との関係で県が平

成２６年度にやるということなのですけど、この推進協議会への負担をするにあたって、

上富田町としてのメリット的な部分はどういうところにあるのか、ちょっとお聞かせく

ださい。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、山本君。 

○総務政策課企画員（山本剛士） 

  ６番、奥田議員さんにお答えいたします。 

  先生ご質問のデスティネーションキャンペーンでございますが、ご質問のとおり平成

２６年９月から和歌山県下一斉に開催するものでございます。 

  そこで上富田町のメリットでございますが、旅行会社やＪＲそれぞれが各協力して和

歌山県を一斉にキャンペーンしていただくというような形で、相当な経済効果が見込ま

れております。一般的ではございますが、観光客を、これを利用して上富田町内に、よ

り今まで以上に来ていただきまして、消費経済効果等を期待するものでございます。 

  できましたら、上富田町内にある観光を支援、熊野古道の王子等をＰＲすることによ

り、より一層上富田町内に観光客の方、来ていただけるよう努力していきたいと考えて

ございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  ６番、奥田君。 
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○６番（奥田 誠） 

  それでは今、ＰＲ活動の中で啓発等でメリットが出てくるということなのですけど、

上富田町の大きなイベント、先ほど、町長も話がありましたようにウエスタンリーグの

実行委員会、またそれと口熊野マラソン、これについてもそういう、このキャンペーン

中であってもそういうことを啓発してもらえるようなチラシとかそういうのは県の方、

またＪＲの方と協力はしてもらえるのかどうかというのをお聞かせください。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  先ほど、山本企画員が説明しましたように、来年の多分１月か２月ごろに旅行業者が

和歌山県で大会をしてくれるらしいのです。その来た業者に対して、できたら上富田町

へ来てほしいよ。スポーツ合宿をしやるというようなこともできるし、今、コーナンと

提携してしやると思うのですけど中途半端な感じがするのです。もう少し、この機会に

大阪の泉南地方で広告、要するにビラを配るとか、方法論はあると思うのですわ。 

  今朝、榎本議員、スポーツセンターの予約がなっとうなということで、こういうなの

も旅行業者としたらやっぱり単発的、和歌山県は単発的というようなこういう批判をさ

れるのです。和歌山県のこの地方へ来たら、ここが詰まっていたらここへ行けるよとか

そういうシステムになっていないということがあると思うのです。 

  できたら、この機会にそういうこと自身、町が勉強する機会になると思うので、でき

たらこのキャンペーンの推進協議会へ入らせていただいて、負担金を入れるのですけど、

いろんな面、県とか観光業者の指導を受けたいと思っていますので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  ８２ページです。負担金、補助及び交付金のところです。 

  小企業等経営改善資金利子補給金とありますけど、これは原資はどこで、この要綱と

いうのは、大体概略を説明されたらどんなになりますか。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、山本君。 

○総務政策課企画員（山本剛士） 

  １２番、井澗議員さんにお答えいたします。 

  まず１つ目は、原資ということでございます。歳出するお金の元ということ。 
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（「そうです。貸しているところがどこかです」と井澗議員呼ぶ） 

  まず１つは原資、この歳出金の元は一般財源でございます。町単でございます。貸し

ているところは個々によって異なります。各融資の金融機関が貸し付けているケースに

なっておりまして、それの利息分に対して一定割合を町の方で助成するというような形

でございます。 

  制度といたしましては、要綱を定めまして実施してございます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  まだちょっと理解できないのでお聞きしたいのですが、金融機関の貸付金に対しての

利子補給ということであれば、例えばどういう例がありますか。例えば上富田町でどの

規模の企業というふうになりますか。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、山本君。 

○総務政策課企画員（山本剛士） 

  お答えいたします。 

  どこの企業かというのはちょっと今、手元にないのですが、商工会を通じて制度的に

融資するような制度になってございます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  そうすると、この利子補給金ですが、この１００万で何件ぐらい出せますかね。どの

ぐらい、金額出せますか。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、山本君。 

○総務政策課企画員（山本剛士） 

  お答えいたします。 

  件数は年度によってまちまちでございまして、直近のこの２４年度、まだ３月ですが、

それによりますと現在、２６件の方に助成する見込みでございます。金額につきまして

は、２６件で６１万３，０００円程度でございます。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 
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○議長（大石哲雄） 

  ９番、木本君。 

○９番（木本眞次） 

  ８３ページで、スポーツ合宿助成金と１００万見ているのですけども、例えばこれ、

どういうスポーツに助成するのかと。国体で上富田町はサッカー、ラグビー、野球とい

うのはあるのですけども、それに関連しているのか。その辺、ちょっとお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、山本君。 

○総務政策課企画員（山本剛士） 

  ９番、木本議員さんにお答えします。 

  まず、スポーツのいわゆる種類には限定してございません。制度といたしましては、

いわゆる上富田町にスポーツで合宿される方に対してということで前提にしております。

したがいまして、場合によりテニスとか、あまりメジャーでないかもわからんですけれ

どもアルティメットというようなフリスビーを使ったような競技とか、グラウンドゴル

フ大会とか、幅広くスポーツについては考えてございます。 

  趣旨としましては、上富田に合宿に来られる方の遠征費について１人当たり１回１，

０００円をめどに考えてございます。 

  以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  ９番、木本君。 

○９番（木本眞次） 

  例年、旭川工業が野球でうちへ合宿に来ていただいているのですけども、そういう高

校生なんかにもこういうの適用されるのですか。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、山本君。 

○総務政策課企画員（山本剛士） 

  お答えします。 

  特に、現時点では、これから制度をつくっていくのですが、対象が小学生の方である

とか中学生の方とか成人の方とかそういうところに何らかの縛りを設けるような予定は

ございません。 

  ただ、この補助金の目的の１つとしまして、できればスポーツセンターの閑散期、要

するに２月とか３月はよく来ていただく団体があるのですが、そこを外して、できれば

閑散期によく来ていただくということを目的にしてございますので、そのシーズンには
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まった場合に補助していきたいなと考えてございますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

○議長（大石哲雄） 

  ８２、８３、よろしいですか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ８４、８５。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ８６、８７。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ８８、８９。 

  ６番、奥田君。 

○６番（奥田 誠） 

  これはちょっと聞いたかもわからんのですけども、８９ページの土木費の工事請負費

で、富田川土砂浚渫工事請負費、これ岩田橋付近と聞いたのですけど、何立米ぐらいの

浚渫の予定をされているのか、ちょっと。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課長、植本君。 

○産業建設課長（植本敏雄） 

  ６番、奥田議員さんのご質問にお答えいたします。 

  河川の河床整備につきましては岩田橋からの下流で、約６万立米を現在、予定してご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ８８、８９、よろしいですか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ９０、９１ページ。 

  ５番、畑山君。 

○５番（畑山 豊） 

  ちょっと総務委員会で説明があったかと思うのやけども、上富田町定住促進住宅基金
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積立金の中で、その上の委託料の方なのですけど、これ管理委託料となって、これは恐

らく雇用促進住宅時代の管理人が必要というときの引き継ぎであったと思うのやけど、

今現在、上富田町としてはどういうふうな形になっておるか。ちょっとまずそこをひと

つお聞かせください。 

○議長（大石哲雄） 

  定住促進住宅管理委託料やな。 

○５番（畑山 豊） 

  管理人について。管理委託料、これは管理人も入っているということ。 

○議長（大石哲雄） 

  管理制度について。 

  総務政策課企画員、山本君。 

○総務政策課企画員（山本剛士） 

  ５番、畑山議員さんにお答えいたします。 

  現在、定住促進住宅の管理につきましては、管理人３名が平日日替わりで交代で勤務

してございます。時間につきましては朝の８時半から夕方の５時１５分まででございま

す。夜間につきましては、それぞれ管理人が当番で携帯電話を持ちまして緊急電話に対

応できるようにしてございます。 

  土日につきましても、土日の１タームで、管理人の３名のうち誰かがその当番という

ことで、現場には詰めておらないのですが緊急電話に対応できるようになってございま

す。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  ５番、畑山君。 

○５番（畑山 豊） 

  今、いっそ聞いておけばよかったのですけど、そのことについての、管理人がおるこ

とについての効果、メリット、デメリットの具合は、今までの経過の関係上、どういう

ふうな感じか。経過報告をちょっとお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  定住促進住宅といったら向こうの事業団が、今までしている管理人を雇ってほしいと

言ってきたのですわ。それでいったん雇うということにしたのです。ただ、その費用と

いうの、相当経費が要るのですわ。 
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  それで町内会、定住促進が入っているその当時の町内会長を寄せて、自分らでせんか

という話をしたのですわ。そしたら、そこまで話まとまっていないさかい今のところは

役場でということで、結論が出らなんだのです。 

  今、言われるように、実際何か水道栓が漏れるとかそういうことが、この１年間、少

なかったのです。 

  できたら、７月ごろに決算を見てどういうことを管理したかということをまとめて、

もう１回、入っている人に自分らで管理せんかよということを話するとか、役場の者を

するか、またほかの方法を考えるかということを検討させていただくということで、今

後、進めさせていただきたいと思うのです。 

  定住促進の方につきましては、日ごろから自分らであんまりつき合いもないらしいの

でまとまりがないということで、会議をしたって集まらんという１つの欠点があるので

す。今後は、町内会長さんを通じて、やはりまとめた中でどういうふうにするかという

ことをしますので、今後ともいろんな形の意見を聞いた中で生かせられるようにします。 

  今のところ、あまり管理的なことはないです。 

○議長（大石哲雄） 

  ５番、畑山君。 

○５番（畑山 豊） 

  結局、それはもう今、言われているとおり、近所にいるものでよく聞いているのでわ

かっているのですけど、この間の、多分最終の町内会会議になるということであの隣接

でアンケートを取れということでさせてあるので、そのアンケートは恐らく提出してい

ると思うので、その後のことについてのご検討をよろしくお願いしておきます。 

  答弁は結構です。 

○議長（大石哲雄） 

  ９０、９１、ほかにございませんか。 

  ６番、奥田君。 

○６番（奥田 誠） 

  ９１ページの常備消防費の高規格救急車、これ１台、古いので買い替えるということ

で、細かい説明は総務であったと思うのですけども、これは上富田町が購入して上富田

町が所有を持って、田辺消防の方が使用権を持っている感覚でよろしいのですか。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、森岡君。 

○総務政策課企画員（森岡真輝） 

  ６番、奥田議員さんにお答えします。 
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  高規格救急車ですけども、今、買い替えようとしている救急車が平成９年２月に購入

されました。以降、１６年ぐらいたつのですけども、当初、１０年から１３年という使

用期間があるのですけども、距離数によりましてそれを延長する、しないというのを決

めるのですけども、今回、そういう形で購入する形になりました。 

  購入にあたっては、町が購入して田辺市消防へ委託するという形でなっております。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  続いて、９２、９３。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ９４、９５。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ９６、９７。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ９８、９９。 

  ６番、奥田君。 

○６番（奥田 誠） 

  ９８ページの工事請負費で、非常用発電機設置工事請負費５４７万７，０００円、こ

れの設置場所と非常用発電の発電容量はどれぐらいあるのか、ちょっとお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会総務課長、家高君。 

○教育委員会総務課長（家高英宏） 

  ６番、奥田議員さんのご質問にお答えいたします。 

  非常用発電機設置工事請負費につきましては、朝来小学校の体育館裏側に、災害時に

避難所と体育館がなることから設置するものでございまして、体育館の照明及びグラウ

ンドも照明が取れればということで設置するもので、大きさにつきましては４５キロＶ

Ａの１基を考えております。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  続いて、１００、１０１ページ。 

               （「なし」の声あり） 
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○議長（大石哲雄） 

  １０２、１０３。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  １０４、１０５。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  １０６、１０７。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  １０８、１０９。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  １１０、１１１。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  １１２、１１３。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  １１４、１１５。 

  ６番、奥田君。 

○６番（奥田 誠） 

  １１４ページのこの口熊野マラソン実行委員会の補助金３００万円の分で、予算的に

は何らいいのですけども、今年、２月２日、３日に分けて２日間あったと思うのですけ

ど、その３日の当日は従来どおりの方法でやったと思うのですけど、２日にやった小学

生のコースのところで司会とかスターター、それといろんな大会運営を中学生、そして

熊高生の陸上部の生徒が協力してくれたということで、大変新聞報道でもいい方向性の

話を聞いております。 

  そして私も木本議員と一緒に給水所の方のボランティアもさせていただいたのですけ

ども、今年、第１９回目、来年の２月になると思うのですけど、それについてもこのよ

うな中高生を運営の中へ組み込んでいく予定はあるのかどうかということを聞かせてく

ださい。 

  それと、その下のわがまち元気プロジェクト支援補助金、これについて７０万円、こ
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こで計上してもらっているのですけども、一般会計の主な事業の中でこの元気プロジェ

クトの支援事業で１２９万９，０００円というのが載っているのですけども、その辺の

中の７０万円だけがここへ載っているのかということと、それと体育施設管理費の工事

請負費で、体育施設等整備工事請負費３５０万、これについてはどの辺の施設の整備を

するのかお聞かせください。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長、山崎君。 

○教育委員会生涯学習課長（山崎一光） 

  ６番、奥田議員さんのご質問にお答えいたします。 

  まず１点目、紀州口熊野マラソンの関係でございますけれども、２キロ、３キロの子

供の部の競技につきまして、今年はおっしゃるとおり中高生によります運営をお手伝い

していただきました。 

  新聞等でも報道されておりますように、大変高い評価を得ております。 

  昨日も社会教育委員会の中で少し話題になったのですけれども、中学生の生徒たちが

積極的にこのボランティア活動に参加をしたいということで、例えば成人式なんかも申

し出をいただいているところでございまして、マラソンの来年の実行につきましても同

様な方法を考えてございます。 

  続いて、わがまち元気プロジェクトの件でございますが、負担金のところでは支援補

助金ということで７０万円計上しておりますが、同じ保健体育総務費の中の旅費の部分

で２９万円計上しております。また、印刷製本費で、チラシ等の印刷代６万３，０００

円を、通信運搬費では切手、ハガキ代等で２４万６，０００円を計上してございます。 

  もう１つの工事請負費の３５０万円でございますが、多目的グラウンドの放送設備が

大分老朽化しておりまして、国体に向けて、あの会場はサッカーのメイン会場になると

いうことから、それの改修をする予定でございます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  最後、１１６ページ。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ２時４０分まで休憩します。 

 

 休憩 午後２時２５分 
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 再開 午後２時３９分 

 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  それでは、歳出全体で行います。 

  質疑ございませんか。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  ２点だけ聞かせていただきたいと思うのです。 

  ９９ページの扶助費です。 

  この間、一般質問をしたときに要保護、準要保護の児童生徒に対する就学支援奨励金

ですね。これ、就学援助金ですけども、これの計算で準要保護という規定が非常にあい

まいだったと思うのですけど、もう一遍説明してください。例えば要保護費の基準に対

する１．５倍とか１．３倍とか１．０倍とかいうようによそでは決められていて、割と

判断基準がしやすいのですけど、この間の課長の説明ではちょっと判断しにくいと思い

ますので、準要保護の規定というのか、２４年度で１１３名ですか、小中合わせて。こ

れが１つです。 

  それから、４７ページで男女共同参画推進費というところがありますけれど、その講

師謝礼です。これ、男女共同参画を推進するには講師謝礼が１０万円です。この１０万

円というの、講師はどういうことを２５年度のこの予算で評価をするのか。どういう話

の先生を呼んできて講師として謝礼を渡すという計画なのか若干聞かせてください。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会総務課長、家高君。 

○教育委員会総務課長（家高英宏） 

  １２番、井澗議員さんにお答えいたします。 

  計算方法なのですけども、一般質問でも答弁いたしましたが、準要保護世帯であるか

どうかの認定については、生活保護世帯の認定に係る町の生活扶助基準をもとに、申請

書に記載された家庭状況及び前年度の所得が証明された書類及び学校長の所見、それと

地区の民生児童委員さんの所見を参考に各校と協議を踏まえた上で教育委員会で判定を

するということで、生活扶助の１．３とか１．５という数字ではございません。 

  以上でございます。 
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○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、山本君。 

○総務政策課企画員（山本剛士） 

  １２番、井澗議員さんにお答えいたします。 

  ４７ページの講師謝礼１０万の内容につきましてですが、男女共同参画のテーマに沿

って進めていくのでございますが、講演となりますと時世の内容が加わっていた方がよ

いという観点から、まだ構想というか計画段階ですが、できましたら女性の視点から見

た防災、そういったテーマでやりたいと考えてございます。 

  １０万の値段につきましては、いろいろインターネット等々調べましたら高い人で２

０万とかなのですが、その次のクラスが１０万円ということで、県の補助金も申請しな

がら、なるべくそういう講師ということでお願いしたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ９番、木本君。 

○９番（木本眞次） 

  ６９ページから７０ページにかけての紀南病院の件なのですけども、７０ページに移

築整備事業負担金というのは、これは別館のことでとらえておいたらいいのか、今の新

しい紀南病院のところをとらえておいたらいいかどちらですか。その点、お願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課長、薮内君。 

○住民生活課長（薮内博文） 

  ９番、木本議員さんのご質問にお答えします。 

  言われるとおり、新しい新館の病院の記載でございます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  歳出全般でほかにないですか。 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  １１０ページに放課後児童対策業務委託料１，６６１万３，０００円とありますが、

現在、どのぐらいの児童数の保育が行われているかお伺いします。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長、山崎君。 
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○教育委員会生涯学習課長（山崎一光） 

  ２番、木村議員さんのご質問にお答えいたします。 

  平成２４年度の学童の措置数でございますが、あすなろ第１保育所では４４名、あす

なろ第２保育所では４１名、なごみ学童保育所では４３名となってございます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  歳出全般、ないですか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  それでは歳入に移ります。 

  １４ページからです。 

  １４、１５。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  １６、１７。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  １８、１９。 

  ６番、奥田君。 

○６番（奥田 誠） 

  １９ページの教育使用料が１，１８２万減額になっているのは、これはＳＥＡＣＡへ

の指定管理によるもので、その収入が大幅に減ったということで理解してよろしいです

か。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長、山崎君。 

○教育委員会生涯学習課長（山崎一光） 

  ６番、奥田議員さんのご質問にお答えいたします。 

  議員ご指摘のとおりでございまして、スポーツ施設の使用料が、スポーツセンターの

管理が指定管理になりまして、料金併用制ということで収入を委託料の一部に充てると

いうことで、今回、役場の収入には入れておりませんので減額になったということでご

ざいます。 

  以上でございます。 
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○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  地方交付税ですけども、２０１３年度で、これ見込みになると思います、予算ですの

で。普通特別交付税の減額の状況と、それからその２００１年から２０１３年までの総

計、それから臨時財政対策債の２０１３年度分。議長、同時にこれ、負担金、消費税も

皆絡んでくるのですけど、この際ここで言っておいた方がよろしいか。 

○議長（大石哲雄） 

  いえ、地方交付税だけにしておいてください。 

  総務政策課企画員、水口君。 

○総務政策課企画員（水口和洋） 

  １２番、井澗議員さんにお答えします。 

  普通交付税につきましては、平成２５年度と平成１２年度の比較では３億８，６９３

万７，０００円の影響額となります。 

  臨時財政対策債を加味した場合の平成１２年との比較では１億２，２８３万７，００

０円の影響額となります。 

  １２年度を基準とした場合の２５年度までの影響額では、普通交付税では５８億８，

８４９万７，０００円、臨時財政対策債を加味した場合は２７億２，９７７万円の影響

額となります。 

  よろしくお願いします。 

（「特別交付税」と井澗議員呼ぶ） 

  すみません。特別交付税につきましては、平成２５年度と１２年度では１億２，３２

３万９，０００円の影響額で、１２年度を基準とした場合の２５年度までの影響額は１

０億２，２５４万８，０００円の影響額となります。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  １８、１９、よろしいですか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ２０、２１ページ。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ２２、２３。 
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               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ２４、２５。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ２６、２７ページ。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ２８、２９ページ。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ３０、３１。 

  ６番、奥田君。 

○６番（奥田 誠） 

  ３０ページの財産収入で、土地建物貸付収入、電柱等という話で説明があったのです

けども、昨年度に比べ約２倍の増加が見込まれているのですけども、その要因は何か、

ちょっとお聞かせください。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、水口君。 

○総務政策課企画員（水口和洋） 

  ６番、奥田議員さんのご質問にお答えします。 

  電柱、財産貸付収入の土地建物貸付収入ですが、前年度より約２倍近くに増加してお

ります。これにつきましては関西電力とＮＴＴさんの電柱の占用料を２４年度から取る

ようにしております。それにつきまして、関西電力で２４年度、今現在、まだ決算の状

況ではありませんが、約１２０万程度、ＮＴＴさんの方で２００万円程度、あとはこれ

につきましては朝日ゴルフ５６万６，０００円、岩田応急住宅等の敷地料等が含まれて

おります。 

  増えました要因につきましては、電柱の占用料金を取り出しましたので、その分が増

加しております。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ３０、３１、よろしいですか。 

               （「なし」の声あり） 
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○議長（大石哲雄） 

  ３２、３３。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ３４、３５。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ３６で終わりです。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  歳入、一通り終わりました。 

  歳入全体でございませんか。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  全般で消費税の計算上の数字をお願いします。 

  国庫負担金の減額の状況をお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、水口君。 

○総務政策課企画員（水口和洋） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えします。 

  消費税につきましては、本当初予算では理論上で７，４７６万２，０００円となりま

す。 

  三位一体の改革における影響額につきましては８，６９５万１，０００円の影響額と

思われます。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  歳入全体、ないですか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ございませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 
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  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  議案第１７号、平成２５年度上富田町一般会計予算に反対いたします。 

  若干予算の流れを、予算の立て方の問題で、インフラとかそういうものが完成してい

き、公共施設の耐震化が進んできた中でのお金の使い方については、今後やはり少しず

つ住民の暮らしの方に向けていくという予算の取り方が大事やというふうに思います。

その面が１つあります。 

  ２つ目には、地方交付税です。 

  先ほど、企画員が言われましたように普通交付税で３億８，６９３万７，０００円、

特別交付税で１億２，３２３万９，０００円。合計で５億１，０１７万６，０００円の

影響額になっております。 

  それを２００１年から２０１３年まで足してみますと６９億１，１０４万５，０００

円と、こうなるのです。６９億のカットがあったということになるわけですね。 

  これは、町長もよく言われておりますように三位一体の改革そのものの正体でありま

す。まさに、国庫負担金、補助金、地方交付税を削って、そして一方では増税という形

で地方へ財源移譲するという非常に巧妙なやり方で地方財政の危機をつくっているわけ

ですけれども、そういう影響を受けている会計であるということ。 

  それから消費税、これも約７，５００万の消費税が取られる可能性、可能性やなしに

計算上そうなると。これがさらに８％というふうになっていくのでしょうけれども、大

変な負担増になっていくでありましょうということです。 

  同時に、この会計をやる間に国民年金のもらう額が、受給額が削られていくという状

況があります。 

  まさに、暮らしはだんだん悪くなってくるのに、同時に地方財政の切り捨ての国の考

え方はまだやむることなくどんどんと続けられております。これに対して、町の姿勢は、

いろんな不満は言われておりますけれども、そういうものに対してやっぱり市町村会等

におきましてのリーダーシップを握って、そして国に物を申していくという、そういう

ことがまだやられておられないように思います。 

  そういうことを含めて反対をいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 
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  ６番、奥田君。 

○６番（奥田 誠） 

  議案第１７号、平成２５年度上富田町一般会計予算について賛成をいたします。 

  賛成の理由は、先ほど質問等でもしました防災対策費では過去最大で庁舎の耐震診断

改修費、そして教育委員会の屋根の蓄電池つき太陽光発電等の予算措置をしていただい

ております。 

  それと、みんなが学んで花ひらく口熊野かみとんだ補助金につきましても、各種イベ

ント、それと国際交流協会、都市との交流事業等への予算措置、そして農林水産業費で

は、毎年の予算でありますが農業振興協議会への補助金、また高速道路推進費では大内

谷残土処分場整備事業の予算措置、そして教育費の学校管理費では、先ほど聞いた朝来

小学校の体育館の裏側に設置される非常用発電機設置工事並びに教育振興費の、これも

毎年でありますが海外研修委託料、これも中学生の海外交流がメインとなっております。

そして保健体育総務費では、きのくに和歌山国体上富田町実行委員会への補助金、これ

も平成２７年に開催される、この上富田でもサッカー、ラグビー、野球が開催される中

での予算措置をしていただいております。 

  この当初予算では、町長の要旨説明でも第４次総合計画をもとにして変則的な予算で

ありますが、この大変厳しい財政状況ではありますが、少ない金額でも大きな効果をも

たらし明るく豊かな町をつくるための事業予算になっていると私は思いますので、賛成

をいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１７号、平成２５年度上富田町一般会計予算の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案は可決されました。 

                                           

△日程第１８ 議案第１８号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１８ 議案第１８号、平成２５年度上富田町特別会計国民健康保険事業予算の

件について質疑を行います。 

  ページごとに行います。 

  歳出、１４ページからお願いします。 

  １４、１５。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  １６、１７。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  １８、１９。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  ２０、２１。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  最終２２ページ。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  歳入に移ります。８ページから。 

  ８ページ、９ページ。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  １０、１１。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  １２、１３。 
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               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  全体でございませんか。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  この会計の国庫負担金の削減の問題です。 

  ２４年と同じようにどれだけ削減されていて、それは１人当たりにしますとどれだけ、

世帯当たりにしますとどれだけというのを明らかにしていただきたいと思います。 

  もう１つは、後期医療に係るところの国民健康保険の軽減措置の見直しがやられてい

ると思うのですけれども、これが入っているかどうかというのをお尋ねしたいと思いま

す。 

  老夫婦があって、前期と後期の夫婦であったとします。奥さんが年金をもらっている

のですけど、前期で。後期の人は後期高齢者の医療の保険へ入ります。そうした場合に、

非常に軽減措置が取られるということが、７５歳以上で経過とかで取られているわけで

すけれども、２００８年４月から一方の後期医療に入り、もう一方は国保に入って残っ

ていくということになります。そうしたときに、平等割を５年目まで２分の１軽減する

という措置があります。平成２５年から、今年１月から５年目までの軽減額２分の１に

対してさらに４分の１を３年間足すと、こういうふうになっているのです。 

  それはどういうふうに取られていますか。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課長、薮内君。 

○住民生活課長（薮内博文） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えします。 

  まず、国庫負担の問題でございます。 

  平成２５年度の国庫負担につきましては、療養給付費町負担分としまして１１億７，

６７９万２，８０３円でございます。療養給付費国庫負担金では３２％として計算しま

すと２億５，１８８万２，３５１円で、割合は２１．４％になります。 

  三位一体の改革によります５６年度の国庫負担で割合でいきますと５億８，４８３万

１，７９７円となってございます。差し引き３億３，２９４万９，４４７円の減額とな

ってございます。 

  これを１世帯当たりに換算しますと１１万６，４９７円、それから１人当たりに換算

しますと６万４，１２７円となってございます。 

  あと、２点目の質問につきましては、ちょっと資料が持っていませんので申しわけご
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ざいませんけども。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  それは要するに国民健康保険施行令の一部を改正するのは平成２５年の政令第３９号

で決まっているのですね。決まったわけです。その通知が来ているはずなんですけどね。 

  つまり、５年間については負担金の軽減措置が、２分の１の軽減措置があるのですけ

れども、それから今年の２５年の４月で終わるわけです、それが。終わった後も３年引

き続き４分の１をプラスして３年間は、つまり通算８年間になるのですね。８年間は要

するに２分の１と４分の１を足したものが引かれると。軽減してくれるという措置が取

られているはずなのですよ。それはどうなっているの。この会計でそれ出ていないのか

な、まだ。 

○議長（大石哲雄） 

  税務課長、笠松君。 

○税務課長（笠松眞年） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えします。 

  ただいま、先生がおっしゃられました前期から後期への移行の平等割、世帯ですけど

も、先生がおっしゃるとおり５年間につきましては２分の１軽減、今現在、行っており

ます。 

  これが今の税制改正ですけども、まだ国会の方が通っていないかと思います。今、上

程はしていますけどまだ通ってはいないと思いますけども、今の税制改正では平成２５

年、この４月１日から平等割額について３年間、４分の１の軽減するということで、先

生おっしゃるとおり８年間、合わせてなります。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  ということは、次の６月議会あたりで条例が出てくるという意味ですか。 

  それは２分の１の軽減は続行するのでしょう。それに４分の１を加えたになって３年

間だけ猶予すると、そういうことになるわけです。 

○議長（大石哲雄） 

  税務課長、笠松君。 
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○税務課長（笠松眞年） 

  追加じゃないです。 

  ２分の１の、現在、減額になっていますけど、これが減ります。３年間延長しますけ

ども、軽減額につきましては４分の１に減るということでございます。 

  よろしくお願いします。 

  それから、今言った条例ですけども、３月の専決になると思いますし、６月の議会で

報告という形に取らせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  議案第１８号、平成２５年度上富田町特別会計国民健康保険事業予算について反対を

いたします。 

  まず、国民健康保険の執行につきましては、町長さんが幾らどうであっても法治国家

ですので法律を実行しなければいけませんが、三位一体の改革で５億８，０００万以上

削られております。１人当たりにしますと６万、それから世帯で１１万６，０００円と

いうぐらいな削られ方をしております。 

  もし、この国庫負担金の削減がなければ、この分だけは別の、国民健康保険税を安く

したりすることができる額になるわけです。またあるいはサービスに使えるわけですけ

れども、これがあるがために大変会計は逼迫しております。非常に厳しい状況の中で運

営をせざるを得ないということになっております。 

  そういう会計の影響、その国の政治の影響をもろに受けた会計として反対いたします。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 
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  次に、本案に対する反対討論の発言を許します 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１８号、平成２５年度上富田町特別会計国民健康保険事業予算の件を

採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案は可決されました。 

                                           

△日程第１９ 議案第１９号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１９ 議案第１９号、平成２５年度上富田町特別会計後期高齢者医療予算の件

について質疑を行います。 

  一括でお願いします。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  議案第１９号、平成２５年度上富田町特別会計後期高齢者医療予算へ反対いたします。 

  お年寄りを後期高齢者というように７５歳から分けて、そして新しい医療負担を取る、

あるいは医療負担をつけるということが行われております。これは断じて廃止されなけ

ればならない法律ということで国民世論も高まっているところであります。 

  しかも、ますます後期高齢者に対する医療負担というのが増えてきております。 

  そういう中で、この政策的にもこれは大変な住民負担、老齢者いじめという形になり
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ます。 

  それを受けて、これについて反対いたします。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより議案第１９号、平成２５年度上富田町特別会計後期高齢者医療予算の件を採

決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案は可決されました。 

                                           

△日程２０ 議案第２０号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２０ 議案第２０号、平成２５年度上富田町特別会計介護保険予算の件につい

て質疑を行います。 

  一括でお願いします。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  改めて介護保険の国の負担と町、県の負担、それから住民負担との割合をお願いしま

す。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課長、薮内君。 

○住民生活課長（薮内博文） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えします。 
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  介護保険の負担ですけれども、先ほど、少し細かく説明したように思います。 

  全般的な公費負担につきましては、まず被保険者の税をもって５０％としてございま

す。そのうちの１号被保険者は２１％、うち２９％は第２号被保険者ということでござ

います。 

  そのうちの公費負担分につきましては５０％ということでございます。国庫負担金が

２５％、それから県負担金が１２．５、町負担が１２．５％となってございます。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  議案第２０号、平成２５年度上富田町特別会計介護保険予算に反対いたします。 

  ご承知のとおり平成９年１２月１７日にこの法律、介護保険法が成立しまして、施行

というのは平成１２年４月１日からやられております。 

  当時、国庫負担が３５％、県負担が１２．５、町が１２．５、あと４０％が住民負担

でありました。ところが最近、国が２５％、県が１２．５、１２．５は変わりありませ

んけれども、住民負担が５０％になっております。しかも第２の人が増えてきていると

いうようなことで、負担が増えてきているということで、そういうふうに国庫負担が削

られた結果、それが住民の方にはね返ってきているということで、この会計もそういう

会計であるということで反対をいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 
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○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２０号、平成２５年度上富田町特別会計介護保険予算の件を採決しま

す。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案は可決されました。 

                                           

△日程第２１ 議案第２１号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２１ 議案第２１号、平成２５年度上富田町特別会計診療所事業予算の件につ

いて質疑を行います。 

  一括でお願いします。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２１号、平成２５年度上富田町特別会計診療所事業予算の件を採決し

ます。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
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              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおりに可決されました。 

                                           

△延  会 

○議長（大石哲雄） 

  お諮りします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  次回は３月２２日午前９時３０分となっていますので、ご参集願います。ありがとう

ございました。 

 

延会 午後３時１７分 


